
 

 

井原市先端設備等導入促進事業補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、中小企業等経営強化法（平成１１年法律第１８号）第５２条第１

項の先端設備等導入計画に基づき、生産性の向上及び競争力の強化と企業価値の向上

を図ることを目的に、先端設備等を導入する市内中小企業者に対し、予算の範囲内に

おいて井原市先端設備等導入促進事業補助金（以下「補助金」という。）を交付する

ものとし、その交付に関しては、井原市補助金交付規程（昭和３４年井原市規程第１

号）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

(1) 中小企業者 中小企業等経営強化法第２条第１項に掲げる者で、日本標準産業

分類（令和５年総務省告示第２５６号）のうち、大分類に規定する農業、林業、

漁業、医療及び福祉を除くものをいう。ただし、法人税法（昭和４０年法律第３

４号）別表第１に規定する公共法人、政治団体又は宗教上の組織若しくは団体そ

の他本事業の目的に適さないと市長が認める者を除く。 

(2) 先端設備等 中小企業等経営強化法施行規則（平成１１年通商産業省令第７４

号）第７条第２項に規定する要件に該当することを証する書類（以下「投資計画

に関する確認書」という。）の交付を受けた設備等をいう。ただし、太陽光発電

設備を除く。 

(3) 事業所 中小企業者が自ら行う事業活動の用に供する事務所、営業所（店舗を

含む。）、工場、研究所等の施設をいう。ただし、無人施設を除く。 

(4) 従業員 中小企業者が雇用契約に基づき常時使用する者をいう。 

(5) 特定従業員 従業員のうち、導入する先端設備等の使用に直接携わる者で、使

用人兼務役員を含む役員及び役員の親族並びに個人事業主の親族でない者をい

う。 

(6) 賃上げ 補助対象となる先端設備等（以下「補助対象先端設備等」という。）

の導入の日（以下「設備導入日」という）の属する年の任意の月において前月と

比較して基本給を１．５％以上引き上げて支払うことをいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は、中

小企業者であって次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(1) 市内に事業所を有している者 

(2) 井原市暴力団排除条例（平成２３年井原市条例第２３号）第２条第３号に規定

する暴力団員等市長が不適当と認める者でないこと 

(3) 市税を滞納していない者 



 

 

（補助対象先端設備等） 

第４条 補助対象先端設備等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

 (1) 市内の事業所に導入されるもの 

 (2) 市長が認定した先端設備等導入計画に基づき導入されるもので、認定支援機関

による確認書の発行を受けた投資計画に記載のあるもの 

(3) 取得価額が１件３００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含まな

い。）以上のもの 

(4) リース契約及び割賦販売契約に基づくものでないもの 

２ 前項の規定にかかわらず、他の団体又は他の制度による市からの助成を受けている

先端設備等は、対象外とする。 

（補助対象経費） 

第５条 補助対象経費は、補助対象先端設備等に係る取得価額とする。 

（補助金額） 

第６条 補助金額は、補助対象経費に３分の１を乗じて得た額以内とし、一年度につき

１,０００,０００円を限度とする。ただし、特定従業員の賃上げを実施した場合、一

年度につき１,５００,０００円を限度とする。 

２ 前項の規定により算出した額に１，０００円未満の端数が生じるときは、これを切

り捨てる。 

（交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、井原市先端

設備等導入促進事業補助金交付申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて市

長に申請しなければならない。 

(1) 先端設備等導入計画及びその認定書の写し 

(2) 投資計画及びその確認書の写し 

(3) 先端設備等及び積算内容が確認できる書類（請求明細書の写し等） 

(4) 支払を確認できる書類（領収書の写し等） 

(5) 導入した先端設備等の写真  

(6) 市税完納証明書 

(7) その他市長が必要と認める書類 

２ 特定従業員の賃上げを実施した者は、前項の書類のほか、次に掲げる書類を添えて

申請することができる。 

(1) 賃上げ状況報告書（様式第２号） 

(2) 賃金台帳の写し（特定従業員全員に係る賃上げ前及び賃上げ後分） 

３ 申請者は、第１項の規定による申請について、先端設備等を取得した年の翌年の１

月に行わなければならない。 

（交付決定及び額の確定） 

第８条 市長は、前条の交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と



 

 

認めるときは、補助金の交付の決定及び額の確定を行い、井原市先端設備等導入促進

事業補助金交付決定及び額確定通知書（様式第３号）により、申請者に通知するもの

とする。 

（補助金の請求） 

第９条 前条の規定による通知を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、井原市先

端設備等導入促進事業補助金請求書（様式第４号）を市長に提出しなければならない。 

（補助金の支払） 

第１０条 市長は、前条の請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとす

る。 

（交付決定の取消し） 

第１１条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補

助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。  

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。 

(2) この要綱の規定に違反したとき。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を不適当と認めるとき。  

２ 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、井原市先端設備等導入促進事業補

助金交付決定取消通知書（様式第５号）により、交付決定者に通知するものとする。  

（補助金の返還） 

第１２条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、

既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、交付した補助金の全額又は一部

の返還を命ずるものとする。 

（報告義務） 

第１３条 補助事業者は、補助事業の完了の翌年度から３年間、年度ごとの４月末まで

に先端設備等導入促進事業状況報告書（様式第６号）を市長に提出しなければならな

い。 

（財産処分の制限） 

第１４条 補助事業者は、この補助事業により取得した財産を補助金交付の目的に反し

て使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する場合には、事前に市長の承認

を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により承認した当該財産の処分により収入があったときは、補

助事業者に対し、その全部又は一部を市に納付させることができる。 

３ 前２項の規定は、交付の決定及び交付額の確定を受けた年度の終了後から、減価償

却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に規定する期間に

おいて適用する。ただし、当該期間が５年未満となる場合は５年とする。 

（見直し） 

第１５条 市長は、この要綱の施行後３年ごとに、当該事業の有効性について確認し、

検証し、及び見直すものとする。 



 

 

（委任） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 


